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提言書に対する対応について

内容

「未参加者を対象とした調査について」【対応済】

前回の有識者会議にてご報告させていただいた通り、本事業未参加の喫煙者に対し広報に関するアン

ケート調査を実施しております。そのため、8月9日以降の新しいチラシのデザインには、アンケート結

果に基づいた内容(手軽さやお得感の訴求)も反映しております。

※第２回有識者会議資料p21以降参照

「参加者を対象とした調査について」【要検討】

参加者に対し、上記の調査様式と同様に広報に関するアンケート調査を実施し、申し込み意欲を高めた

文言の選定などを実施することを検討します。

「4Pに基づいた施策について」【対応済】

今回の資料の資料⑤p14でお示したとおり、利用機会の多い場所や商業施設、銀行などの施設での資材

展開を行っております。また、対象者緩和に伴い、チラシの内容を刷新しております。(一部修正が必要

な広告媒体については今後対応予定)

【対応中】

　すこやかパートナー（大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」の趣旨に賛同する企業・団体）に対

し、８月22日付けで、対象者条件緩和の周知と合わせて、「市民の禁煙への取組」、「禁煙意欲の向

上」に関し協力いただける取組等があれば報告いただきたい旨の文書を発送した。

　今後、協働可能な取組などについて、調整していきたいと考えている。

「初回面談実施向上の働きかけ」【対応中】

1～2か月の間に複数回、時間帯やツールを変えてご連絡（架電・メール・アプリ内チャット等）をして

おります。一定回数ご連絡後は、弊社からのご連絡は停止しております。これは、何度もご連絡を続け

てしまうとクレームになってしまう恐れがあるためです。

「初回面談に至らない要因の検討」【要検討】

アプリ登録をした対象外の方の割合や、全法人様、自治体様との離脱率の比較等、脱落者に関する調査

の実施を検討します。

状況（令和６年９月３日）視点

対象者の拡大

参加率の向上

【令和６年８月９日受付分から】

　新たな対象者は、これまでの対象者に加え、

・20歳未満の人と同居していなくても、仕事やその他の理由で接触する機会のある喫煙者

・喫煙している妊活中の女性及び同居者

・妊婦と同居していなくても、仕事やその他の理由で接触する機会のある喫煙者

とする。

　なお、提言書にあった拡大方針のうち、

・大阪市内で勤務している喫煙者（ただし、市内で仕事やその他の理由で20歳未満の人や

　妊婦と接触する機会のある喫煙者に限る）

については、先ずは大阪市民の禁煙支援を着実に進めていくこととし、今回の対象者条件緩和には含め

ないこととしました。
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（１）広報の強化

（２）インセンティブの活用

（３）アプリ登録者に対する働きかけの強化

　アプリに登録しても初回面談に至らない喫煙者が約４割存在し、本事業におけるボトルネックの１つとなっている。初回

面談に至らない要因を検討し、初回面談実施率向上の働きかけを戦略的に実施することが望まれる。

　他の禁煙事業の参加率を踏まえると、上述の内容だけでは令和６年度以降も目標参加者数の確保が難しい可能性がある。

特に、禁煙意欲がある喫煙者が本事業への参加を希望しても参加条件を満たさないために断られる現状は、事業趣旨に反

し、大阪市民の禁煙気運を低下させる要因にもなり得ると懸念される。そこで、現行の事業対象基準の幅を広げ、参加者の

母集団を増やす運用が好ましいと考えられる。

具体的な対象の基準の拡大方針は以下のとおりである。

①妊婦と同居していなくても、仕事やその他の機会などで接触する機会のある喫煙者

②20歳未満の未成年者と同居していなくても、仕事やその他の機会などで接触する機会のある喫煙者

③妊活中の女性及び同居している喫煙者

④大阪市内で勤務している喫煙者（ただし、市内で仕事や他の機会などで妊婦や20歳未満の未成年者と接触する機会のある

喫煙者に限る）

　現状の広報は、Web広告を含む各種広報媒体や既存の保健事業を活用して実施されている。ただし、「実施した広報が事

業対象者の申込意欲をどれくらい高めているか」「申し込まなかった人は何が不満で申込に至らなかったのか」が客観的に

把握されておらず、改善の余地がある。広報を強化するにあたり、マーケティングの基本である４P（Product、Price、

Place、Promotion）に基づいて行うことが必須である。具体的には、PlaceとPromotionを組み合わせた戦略として、本事

業で禁煙に成功した参加者に協力を依頼して、参加した動機や感想などを子育て世代が利用する機会の多い場所、公共喫煙

所、公共トイレ、飲食店などで事業周知のポスターやチラシ（QRコード付き）の掲示が考えられる。

今後、本事業参加者だけでなく未参加者を対象にアンケート調査やインタビュー調査を早急に実施した上で、エビデンスや

データに基づいた広報の強化策の検討と実行が求められる。

　多くの先行研究が禁煙におけるインセンティブの効果を報告しており 、本事業でも魅力的なインセンティブ付与によっ

て参加率の向上が見込める。特に社会経済的な要因が背景にあり、健康に関心が高まらない低関心層はインセンティブへ反

応しやすい傾向が見られるため、インセンティブは健康格差の縮小にもつながると期待できる。

具体的なインセンティブとして、事業対象者に魅力的に映る賞品が望ましい。インセンティブの財源にあたっては、本事業

の趣旨に賛同する大阪市内の企業などからの賛助金や賞品の提供をもって充てることができるとよい。このことにより、行

政だけでなく、本事業を民間企業が社会貢献として支える事業モデルの構築につながる。


